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 高 山 市 

 

 

≪募集職種≫ 

 事務    ・Ａ①（大卒程度）【試験内容変更】  

       ・Ａ②（民間等経験者・ＵＩＪ）【試験内容変更】 

       ・Ｂ②（就職氷河期世代）【新設】 

 技術    ・土木（大卒程度）【試験内容変更】 

       ・建築（大卒程度）【試験内容変更】 

  

≪第一次試験≫   

令和２年４月５日（日）  場所：高山市役所 

 

≪申込受付期間≫ 

 令和２年２月１５日（土）～３月１９日（木）          （ 

～人・自然・文化がおりなす 活力とやさしさのあるまち 飛騨高山～ 

 

  高山市では、「第八次総合計画」に基づき、市民が主役という考えのもと 

多様な主体が「協働」してまちづくりに取り組むとともに、先人たちが築き 

上げてきたまちの財産を継承しながら、新たなまちの魅力や個性を「創造」 

し、将来につなげていくことで、市民が夢と希望をもち、心豊かにくらして 

いくことのできる「自立」したまちを目指しています。 

高山市を愛し、高山市の発展に向け熱意を持って取り組む人材を求めます！ 

 



 

この試験は、高山市職員の令和２年度の採用候補者を決定するために行うものです。 

 

★「事務Ｂ②（就職氷河期世代）」を新設しました。 

※就職氷河期世代において希望する就職ができず、現在非正規雇用で就労しているかた

や無職の状態であるかたを対象としています（住所要件はありません）。 

★「事務Ａ①②」の第一次試験内容を変更しました。※専門試験（行政）を廃止します。 

★「技術」の第一次試験内容を変更しました。※社会人基礎試験を廃止します。 

 

 １．試験区分、募集人数及び受験資格 

試験区分 
募 集 受    験    資    格 

人 数 年 齢 要 件 資 格 等 要 件 

事
務 

大
卒
程
度 

Ａ① １名程度 

平成２年４月２日から 

平成１０年４月１日までに 

生まれたかた 

大学卒業程度の学力を有するかた 

Ａ② 

（民間等経験

者・ＵＩＪ） 

１名程度 

昭和５９年４月２日から 

平成２年４月１日までに 

生まれたかた 

次のすべてに該当するかた 

①大学卒業程度の学力を有し、民間企業・官公庁等に

おける職務経験が通算５年以上のかた 

②令和２年２月１日現在、飛騨地域外に在住し、採用後

高山市内に居住する意向のあるかた 

高
卒
程
度 

Ｂ② 

（就職氷河期

世代） 

【新設】 

１名程度 

昭和４９年４月２日から 

昭和５９年４月１日までに 

生まれたかた 

次のすべてに該当するかた 

①高校卒業程度の学力を有するかた 

②令和２年２月１日現在、正規雇用労働者（注）として

雇用されていないかた 

技
術 

大
卒
程
度 

土木 １名程度 

昭和５４年４月２日から 

平成１０年４月１日までに 

生まれたかた 

次のいずれかに該当するかた 

①大学卒業程度の学力を有するかた 

②土木施工管理技士（１級又は２級）の資格を有する

かた、又は受験資格を有するかた 

建築 １名程度 

次のいずれかに該当するかた 

①大学卒業程度の学力を有するかた 

②建築士（１級又は２級）の資格を有するかた、又は受

験資格を有するかた 

 

（注）正規雇用労働者とは、次の１から４のいずれにも該当する労働者をいいます。 

１．期間の定めのない労働契約を締結している労働者であること 

２．派遣労働者として雇用されているかたでないこと 

３．所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同じ労働者であること 

（週の所定労働時間が 30時間未満の場合を除く） 

４．同一の事業主に雇用される通常の労働者に適用される就業規則等に規定する賃金の算定方法及び支 

給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給や昇格の有無等の労働条件について長期雇用を前提と 

した待遇が適用されている労働者であること 

 

※受験資格要件について虚偽の申告があった場合には、受験、採用内定及び採用が無効になることがあ 

ります。また、要件確認のため、過去の勤務先に就業形態を聴取する場合等がありますのでご了承く 

ださい。 

  ※採用人数は成績等により決定します。 

※各試験とも国籍及び障がいの有無にかかわらず、受験資格要件に適合するかたであれば受験可能です。 

 

 

 

 

 



 

 ◎ 欠格条項（次の各号に該当するかたは、受験できません。） 

  ① 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまで

のかた 

  ② 高山市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から２年を経過しないかた 

  ③ 日本国憲法の施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊す

ることを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入したかた 

 

２．職務内容 

試験区分 職務内容 

事務ＡＢ 
本庁及び支所の各部局における予算・経理、税務、福祉、戸籍・住民登録、環境政策、

農政、観光・産業振興、国際交流、総合企画等の行政各分野に関する業務 

土木 土木事業の企画、設計、施工管理等の業務 

建築 建築物の設計・監理、施工管理、許認可等の業務 

  

３．試験の日時及び場所（予定） 

区分 日 時 場 所 

第一次試験 
令和２年４月５日（日） 
【受付開始】 午前８時００分（予定） 

【試験終了】 午後１時３０分（予定） 

高山市役所 

第二次試験 
令和２年５月１７日（日） 
（詳細は第一次試験合格者に通知します） 

高山市役所 

※応募状況により変更する場合は、受付締切後に案内します。 

 

４．合格発表の方法等 

区分 方法等 

第一次試験 
令和２年５月上旬（予定）までに第一次試験合格者を決定し、第一次試験受験者全員

に試験の結果を文書で通知します。 

第二次試験 
令和２年５月下旬以降（予定）に、第二次試験受験者全員に試験の結果を文書で通知

します。 

 

５．試験の方法及び試験内容 

試験区分 第一次試験 第二次試験 

事
務 

大
卒
程
度 

Ａ① ･教養試験（大卒程度） ・小論文試験      【試験内容変更】 

・個別面接試験 Ａ② ･社会人基礎試験    ・小論文試験      【試験内容変更】 

高
卒
程
度 

Ｂ② ・教養試験（高卒程度） ・小論文試験 



 

技
術 

大
卒
程
度 

土木 
・専門試験（土木、大卒・高専卒程度） ・小論文試験 

 【試験内容変更】 
・個別面接試験 

建築 
・専門試験（建築、大卒・高専卒程度） ・小論文試験 

 【試験内容変更】 

※各試験の【試験内容】については、下表を参照ください。 

  ※全ての試験区分において、適性検査、性格診断検査を実施します。 

 

【試験内容】 

区 分 出題分野 

第一次試験 

教養試験 

（大卒程度） 

一般知能（文章理解、判断推理、数的推理及び資料解釈等）及

び一般知識（社会、人文及び自然に関する知識）について、択

一式による筆記試験を大学卒業程度の試験で行います。 

社会人基礎試験 

職務を遂行する上で必要な基礎的な知的能力（社会的関心と理

解、言語的能力、理論的思考力）及び職場・職務への適応性に

ついて択一式による筆記試験を行います。 

教養試験 

（高卒程度） 

一般知能（文章理解、判断推理、数的推理及び資料解釈等）及

び一般知識（社会、人文及び自然に関する知識）について、択

一式による筆記試験を高校卒業程度の試験で行います。 

専門試験 

専門的知識及び能力について択一式による筆記試験を大学・高

専卒業程度の試験で行います。試験問題の出題分野は、下の

【別表】のとおりです。 

小論文試験 出題テーマにもとづいて 1,200字以内で小論文を作成します。 

第二次試験 個別面接試験 面接による口述試験を行います。 

 

【別表】専門試験の出題分野 

試験区分 出題分野 

技
術 

土木 
数学・物理、応用力学、水理学、土質工学、測量、土木計画（都市計画を含む）土木施

工 

建築 
数学・物理、構造力学、材料学、環境原論、建築史、建築構造、建築計画（都市計画、建築法

規を含む）、建築設備、建築施工 

 

 

６．資格保有者への加点について 

   各種の資格（語学、パソコン、技術系資格等）を有している場合、第一次試験の結果に加点を

行います。資格等を有するかたは高山市職員採用試験受験申込書(履歴票)の「８．特技及び資

格」の欄に記入するとともにその資格を証明するものを添付してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

７．受験申込手続き 

申込書の請求 直接請求 総務部総務課（本庁４階）、インフォメーション（本庁１階）、 

各支所地域振興課などでお渡しします。 

郵便請求 封筒の表に「受験申込書請求」と朱書し、宛先を明記した返信用封筒(角

形２号)と 140円切手を同封してください。 

インターネット  高山市ホームページ「職員採用」からダウンロード

〈https://www.city.takayama.lg.jp/ shisei/1008397/index.html〉 

必要書類等 ①受験申込書 ････････････････････････････････････１通 

②受験票 ････････････････････････････････････････１通 

③写真 ･･････････････････････････････････････････２枚 

※申込み前６か月以内に撮影したものを受験申込書及び受験票に貼付 

（上半身、脱帽、正面向き、縦 5㎝×横 4㎝） 

④最終学校の卒業証明書 ･･･  １通（６か月以内に交付のもの）  

⑤最終学校の成績証明書 ･･･  １通（６か月以内に交付のもの） 

 ※最終学校が専門学校の場合は、高校または大学の成績証明書 

 ※経過年数により取得できない場合は、卒業証明書のみ 

⑥資格等証明書      ････････････････････ １通 

（イ）技術（土木・建築）を受験されるかたで、資格要件を満たす資格を有する 

かたは、免許証等の写し。 

・土木   …土木施工管理技士合格証明書の写し 

・建築   …建築士免許証の写し 

 （ロ）資格要件以外の資格を有する場合（技術系資格等）、その資格を証明する 

ものの写し 

⑦身体障害者手帳の写し ･････ １通 

  ※身体障害者手帳の交付を受けているかた（等級及び障がい名のわかるもの） 

⑧健康保険証の写し   ･････ １通 

  ※事務Ｂ②（就職氷河期世代）を受験されるかたのみ 

 

申込方法 

 

窓口申込  受付場所：総務部総務課（本庁４階）、各支所地域振興課 

受付時間：平日の午前８時３０分から午後５時１５分まで 

※上記時間以外は、高山市役所１階宿直室（宿日直）又は各支

所宿日直室にて受け付けます。 

※受付最終日３月１９日（木）は、午後５時１５分まで 

郵送申込 封筒の表に「受験申込」と朱書し、必ず簡易書留郵便で下記郵送先へ送付 

     令和２年３月１９日（木）までの消印有効 

     郵送先：〒５０６－８５５５ 高山市花岡町２丁目１８番地 

                   高山市役所総務部総務課人事担当 

※インターネットでの申込み受付けは行いませんので注意してください。 

 

申込受付期間  令和２年２月１５日（土）から令和２年３月１９日（木）までです。 

※最終日は午後５時１５分まで受付けます。 

※郵送の場合は、３月１９日（木）までの消印のあるものに限り受付けます 

受験申込書の

受理確認 

受付期間終了後、受験資格審査を行い、改めて申込者本人に第一次試験の案内を郵送

します。第一次試験日３日前までに案内が届かない場合は、ご連絡ください 

 

 

 



 

８．合格から採用までの流れ 

   最終合格者は、試験区分ごとに高山市職員採用候補者名簿に登載されます。採用予定年月日は

原則として令和２年７月１日で、職員体制に応じて名簿に登載されたかたの中から成績順に採用

者を決定します。なお、採用候補者名簿に登載されたかたすべてが採用されるとは限りませんの

でご注意ください。 

   また、この名簿の有効期限は、原則として令和２年７月１日から令和３年３月３１日までです。 

 

９．その他 

(1)給与等の例 

  平成３１年度の新規採用者の初任給は大学卒業程度の場合 182,200円、高校卒業程度の場合 

150,600円で（初任給は職歴等により加算）、原則として毎年１回昇給します。このほか扶養手 

当、時間外勤務手当、通勤手当、住居手当、期末手当、勤勉手当などを支給します。 

 

(2)試験結果の提供 

試験結果については、受験者本人に限り、「総合得点」と「順位」について開示します。運転

免許証等写真で本人であることを確認できるものを、以下の開示場所に持参してください。電話、

手紙、電子メール等による開示請求はできません。 

試験 開示請求できる人 開示内容 開示期間 開示場所 

第１次試験 第１次試験不合格者 
当該試験の総合

得点及び順位 

当該試験の結果通知

受領の日から１ヶ月

以内 

高山市役所本庁舎

４階 総務課 
第２次試験 第２次試験受験者 

 

 

 

【問合せ先】 高山市役所 総務部総務課 人事担当 
       〒５０６－８５５５  高山市花岡町２丁目１８番地 
       電 話  代表０５７７－３２－３３３３  内線 ２４５４・２４５５ 
            直通０５７７－３５－３１３３ 

         ﾒー ﾙｱﾄ゙ ﾚｽ  soumu@city.takayama.lg.jp 


